
- 1 -

第９１号議案

豊川市手数料条例の一部改正について

豊川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成２４年１１月３０日提出

豊川市長 山 脇 実

豊川市手数料条例の一部を改正する条例

豊川市手数料条例（平成１２年豊川市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。

別表第５の２５の項を次のように改める。

25 長期優良 長期優良 長期優良 １戸建て住宅（人の １戸につき１
住宅の普 住宅建築 住宅の普 居住の用以外の用途 ７，３００円
及の促進 等計画認 及の促進 に供する部分を有し
に関する 定申請手 に関する ないものに限る。以
法律（平 数料 法律第６ 下この項及び２９の
成２０年 条第１項 項において同じ。）
法律第８ 各号（第
７号）第 ３号を除 共同住 １棟の総戸 １戸につき、
６条第１ く。）に 宅等（ 数が５以下 ２４，６００
項（第８ 掲げる基 共同住 のもの 円を同一の建
条第２項 準に適合 宅、長 築物について
の規定に すると住 屋その 同時に申請が
より準用 宅の品質 他の１ 行われる住戸
す る 場 確保の促 戸建て の数で除して
合 を 含 進等に関 住宅以 得た額（算出
む。）に する法律 外の住 した額に１０
規定する （平成１ 宅をい ０円未満の端
長期優良 １年法律 う。以 数があるとき
住宅建築 第 ８ １ 下この は、その端数
等計画の 号）第５ 項、２ を切り捨てて
認定の申 条第１項 ９の項 得た額。以下
請（同法 に規定す 及び備 この項におい
第９条第 る登録住 考にお て同じ。）
１項に規 宅性能評 いて同
定する申 価機関（ じ。） １棟の総戸 １戸につき、
請 を 除 以下この 数が６以上 ３５，９００
く。）に 項におい １０以下の 円を同一の建
対する審 て「登録 もの 築物について
査 住宅性能 同時に申請が

評 価 機 行われる住戸
関」とい の数で除して
う。）が 得た額
認めた場
合 １棟の総戸 １戸につき、

数が１１以 ４７，３００
上のもの 円を同一の建

築物について
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同時に申請が
行われる住戸
の数で除して
得た額

その他の １戸建て住宅 １戸につき６
場合 ４，８００円

共同住 １棟の総戸 １戸につき、
宅等 数が５以下 １３９，１０

のもの ０円を同一の
建築物につい
て同時に申請
が行われる住
戸の数で除し
て得た額

１棟の総戸 １戸につき、
数が６以上 ２１６，７０
１０以下の ０円を同一の
もの 建築物につい

て同時に申請
が行われる住
戸の数で除し
て得た額

１棟の総戸 １戸につき、
数が１１以 ４１８，５０
上のもの ０円を同一の

建築物につい
て同時に申請
が行われる住
戸の数で除し
て得た額

長期優良 長期優良 １戸建て住宅 １ 戸 に つ き
住宅建築 住宅の普 ４，０００円
等計画変 及の促進
更認定申 に関する 共同住 １棟の総戸 １戸につき、
請手数料 法律第６ 宅等 数が５以下 ８，０００円

条第１項 のもの を同一の建築
各号（第 物について同
３号を除 時に申請が行
く。）に われる住戸の
掲げる基 数で除して得
準に適合 た額
すると登
録住宅性 １棟の総戸 １戸につき、
能評価機 数が６以上 １３，９００
関が認め １０以下の 円を同一の建
た場合 もの 築物について

同時に申請が
行われる住戸
の数で除して
得た額

１棟の総戸 １戸につき、
数が１１以 ２０，１００
上のもの 円を同一の建
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築物について
同時に申請が
行われる住戸
の数で除して
得た額

その他の １戸建て住宅 １戸につき２
場合 ５，３００円

共同住 １棟の総戸 １戸につき、
宅等 数が５以下 ５９，２００

のもの 円を同一の建
築物について
同時に申請が
行われる住戸
の数で除して
得た額

１棟の総戸 １戸につき、
数が６以上 ９４，８００
１０以下の 円を同一の建
もの 築物について

同時に申請が
行われる住戸
の数で除して
得た額

１棟の総戸 １戸につき、
数が１１以 １８６，１０
上のもの ０円を同一の

建築物につい
て同時に申請
が行われる住
戸の数で除し
て得た額

別表第５に次のように加える。

29 都市の低 低炭素建 都市の低 １戸建て住宅 １件につき
炭素化の 築物新築 炭素化の ５，２００
促進に関 等計画認 促進に関 円
する法律 定申請手 する法律
（平成２ 数料 第５４条 共同 住戸の 申請に １件につき
４年法律 第１項各 住宅 みに係 係る戸 ５，２００
第 ８ ４ 号に掲げ 等 るもの 数が１ 円
号）第５ る基準に のもの
４条第１ 適合する
項（第５ と愛知県 申請に １件につき
５条第２ 知事が定 係る戸 １０，３０
項の規定 める機関 数が２ ０円
により準 （以下こ 以上５
用する場 の項及び 以下の
合 を 含 備考にお もの
む。）に いて「適
規定する 合性確認 申請に １件につき
低炭素建 機関」と 係る戸 １７，５０
築物新築 いう。） 数が６ ０円
等計画の が認めた 以上１
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認定の申 場合 ０以下
請に対す のもの
る審査

申請に １件につき
係る戸 ２９，１０
数が１ ０円
１以上
のもの

建築物 １棟の １件につき
全体又 戸数が ５，２００
は建築 １のも 円
物全体 の
及び住
戸に係 １棟の １件につき
るもの 総戸数 １０，３０

が２以 ０円
上５以
下のも
の

１棟の １件につき
総戸数 １７，５０
が６以 ０円
上１０
以下の
もの

１棟の １件につき
総戸数 ２９，１０
が１１ ０円
以上の
もの

その 建築物の延べ面 １件につき
他の 積が３００平方 １０，３０
建築 メートル以下の ０円
物 もの

建築物の延べ面 １件につき
積が３００平方 ２９，１０
メートルを超え ０円
るもの

その他の １戸建て住宅 １件につき
場合 ３７，１０

０円

共同 住戸の 申請に １件につき
住宅 みに係 係る戸 ３７，１０
等 るもの 数が１ ０円

のもの

申請に １件につき
係る戸 ７４，９０
数が２ ０円
以上５
以下の
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もの

申請に １件につき
係る戸 １０５，４
数が６ ００円
以上１
０以下
のもの

申請に １件につき
係る戸 １４８，３
数が１ ００円
１以上
のもの

建築物 １棟の １件につき
全体又 戸数が ３７，１０
は建築 １のも ０円
物全体 の
及び住
戸に係 １棟の １件につき
るもの 総戸数 ７４，９０

が２以 ０円
上５以
下のも
の

１棟の １件につき
総戸数 １０５，４
が６以 ００円
上１０
以下の
もの

１棟の １件につき
総戸数 １４８，３
が１１ ００円
以上の
もの

その 建築物の延べ面 １件につき
他の 積が３００平方 ２６１，６
建築 メートル以下の ００円
物 もの

建築物の延べ面 １件につき
積が３００平方 ４１７，１
メートルを超え ００円
るもの

低炭素建 都市の低 １戸建て住宅 １件につき
築物新築 炭素化の ３，２００
等計画変 促進に関 円
更認定申 する法律
請手数料 第５４条 共同 住戸の 申請に １件につき

第１項各 住宅 みに係 係る戸 ３，２００
号に掲げ 等 るもの 数が１ 円
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る基準に のもの
適合する
と適合性 申請に １件につき
確認機関 係る戸 ６，２００
が認めた 数が２ 円
場合 以上５

以下の
もの

申請に １件につき
係る戸 １０，５０
数が６ ０円
以上１
０以下
のもの

申請に １件につき
係る戸 １７，５０
数が１ ０円
１以上
のもの

建築物 １棟の １件につき
全体又 戸数が ３，２００
は建築 １のも 円
物全体 の
及び住
戸に係 １棟の １件につき
るもの 総戸数 ６，２００

が２以 円
上５以
下のも
の

１棟の １件につき
総戸数 １０，５０
が６以 ０円
上１０
以下の
もの

１棟の １件につき
総戸数 １７，５０
が１１ ０円
以上の
もの

その 建築物の延べ面 １件につき
他の 積が３００平方 ６，２００
建築 メートル以下の 円
物 もの

建築物の延べ面 １件につき
積が３００平方 １７，５０
メートルを超え ０円
るもの
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その他の １戸建て住宅 １件につき
場合 １９，２０

０円

共同 住戸の 申請に １件につき
住宅 みに係 係る戸 １９，２０
等 るもの 数が１ ０円

のもの

申請に １件につき
係る戸 ３８，５０
数が２ ０円
以上５
以下の
もの

申請に １件につき
係る戸 ５４，５０
数が６ ０円
以上１
０以下
のもの

申請に １件につき
係る戸 ７７，１０
数が１ ０円
１以上
のもの

建築物 １棟の １件につき
全体又 戸数が １９，２０
は建築 １のも ０円
物全体 の
及び住
戸に係 １棟の １件につき
るもの 総戸数 ３８，５０

が２以 ０円
上５以
下のも
の

１棟の １件につき
総戸数 ５４，５０
が６以 ０円
上１０
以下の
もの

１棟の １件につき
総戸数 ７７，１０
が１１ ０円
以上の
もの
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その 建築物の延べ面 １件につき
他の 積が３００平方 １３１，９
建築 メートル以下の ００円
物 もの

建築物の延べ面 １件につき
積が３００平方 ２１１，５
メートルを超え ００円
るもの

別表第５備考に次の４項を加える。

４ ２９の項に掲げる低炭素建築物新築等計画認定申請手数料（都市の低炭素

化の促進に関する法律第５４条第１項各号に掲げる基準に適合すると適合性

確認機関が認めた場合における共同住宅等の建築物全体又は建築物全体及び

住戸に係る申請に係るものに限る。）について、次の各号に掲げる場合に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を加算する。

⑴ 住宅の用途に供する共用の部分（以下「共用部分」という。）がある場

合 １０，３００円

⑵ 住戸及び共用部分以外の部分（以下「非住宅部分」という。）がある場

合 当該非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ定める額

ア ３００平方メートル以下のもの １０，３００円

イ ３００平方メートルを超えるもの ２９，１００円

５ ２９の項に掲げる低炭素建築物新築等計画認定申請手数料（その他の場合

における共同住宅等の建築物全体又は建築物全体及び住戸に係る申請に係る

ものに限る。）について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号

に定める額を加算する。

⑴ 共用部分がある場合 １１８，５００円

⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計について、次に

掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

ア ３００平方メートル以下のもの ２６１，６００円

イ ３００平方メートルを超えるもの ４１７，１００円

６ ２９の項に掲げる低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料（都市の低

炭素化の促進に関する法律第５４条第１項各号に掲げる基準に適合すると適
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合性確認機関が認めた場合における共同住宅等の建築物全体又は建築物全体

及び住戸に係る申請に係るものに限る。）について、次の各号に掲げる場合

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を加算する。

⑴ 共用部分がある場合 ６，２００円

⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計について、次に

掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

ア ３００平方メートル以下のもの ６，２００円

イ ３００平方メートルを超えるもの １７，５００円

７ ２９の項に掲げる低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料（その他の

場合における共同住宅等の建築物全体又は建築物全体及び住戸に係る申請に

係るものに限る。）について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該

各号に定める額を加算する。

⑴ 共用部分がある場合 ６０,３００円

⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計について、次に

掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

ア ３００平方メートル以下のもの １３１，９００円

イ ３００平方メートルを超えるもの ２１１，５００円

附 則

この条例は、平成２５年１月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、受益者負担の適正化を図るため長期優良住宅建築等

計画変更認定申請手数料、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料及び低炭素

建築物新築等計画変更認定申請手数料を定める必要があるからである。


